
目

次

告

示

○
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
及
び

応
募
資
格
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
市
町
村
課
）
…
一

○
自
衛
官
候
補
生
（
女
子
）
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
及
び

応
募
資
格
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
景
気
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
統
計
分
析
課
）
…
二

○
と
畜
場
番
号
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
三

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
三

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
三

公

告

○
令
和
二
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
三

○
令
和
二
年
度
の
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
の
公
表
qqq（

同

）
…
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
五

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
六

雑

報

○
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
特
定
調
達
契
約
に

係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
方
独
立

行
政
法
人

青

森

県

産
業
技
術

セ
ン
タ
ー
）

…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）
の
令
和
三
年
度
第
四

次
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
及
び
応
募
資
格
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

募
集
期
間
及
び
採
用
試
験
の
期
日
等

募
集
期
間

令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で

試
験
期
日

開
始
時
刻

試

験

場

位

置

名

称

令
和
三
年
九
月

二
十
五
日

（
土
）
か
ら
同

年
十
月
三
日

（
日
）

受
付
後
に

通
知

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

弘
前
市
大
字
原
ケ
平
字
山
中
一
八
の

一
一
七

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔

野
官
地

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
〇
三
の
五

三
沢
市
大
字
三
沢
字
後
久
保
一
二
五

の
七

む
つ
市
大
湊
町
四
の
一

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
弘
前
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

五
所
川
原
市
市
民
学

習
情
報
セ
ン
タ
ー

航
空
自
衛
隊
三
沢
基

地海
上
自
衛
隊
大
湊
基

地

青
森
県
報
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第
三
百
二
十
八
号

令
和
三
年六

月
三
十
日

（
水
曜
日
）



二

応
募
資
格

十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
（
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
一
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
に
達
す
る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
号

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
（
女
子
）
の
令
和
三
年
度
第
四

次
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
及
び
応
募
資
格
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

募
集
期
間
及
び
採
用
試
験
の
期
日
等

募
集
期
間

令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で

試
験
期
日

開
始
時
刻

試

験

場

位

置

名

称

令
和
三
年
九
月

二
十
四
日

（
金
）
か
ら
同

年
十
月
一
日

（
金
）

受
付
後
に

通
知

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔

野
官
地

む
つ
市
大
湊
町
四
の
一

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

海
上
自
衛
隊
大
湊
基

地

二

応
募
資
格

十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
（
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
一
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
に
達
す
る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

青
森
県
景
気
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例
（
平

成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

き
め
細
か
な
生
活
実
感
の
あ
る
情
報
を
収
集
し
、
県
内
景
気
動
向
判
断
の
基
礎
資
料
と
す
る
こ

と
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
住
所
を
有
す
る
事
業
所
の
従
事
者
等

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日

１

報
告
を
求
め
る
事
項

⑴

景
気
の
現
状
に
対
す
る
判
断
（
水
準
）

⑵

三
月
前
と
比
べ
た
景
気
の
現
状
に
対
す
る
判
断
（
方
向
性
）
及
び
そ
の
理
由

⑶

三
月
後
の
景
気
の
先
行
き
に
対
す
る
判
断
（
方
向
性
）
及
び
そ
の
理
由

⑷

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
る
現
在
の
景
気
へ
の
影
響
に
対
す
る
判
断
及
び

そ
の
理
由

⑸

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
今
後
の
景
気
へ
の
影
響
に
対
す
る
判
断
及
び
そ
の

理
由

２

報
告
を
求
め
る
事
項
の
基
準
と
な
る
期
日

調
査
票
記
入
日
現
在

四

報
告
を
求
め
る
者

経
済
活
動
の
動
向
を
敏
感
に
反
映
す
る
現
象
を
観
察
で
き
る
適
当
な
業
種
に
従
事
す
る
百
名

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
を
報
告
者
に
郵
送
又
は
電
子
メ
ー
ル
で
配
布
し
、
記
入
済
み
の
調
査
票
を
郵
送
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
り
回
収
す
る
方
法

六

報
告
を
求
め
る
期
間

毎
年
一
月
、
四
月
、
七
月
及
び
十
月
（
三
の
１
の
⑷
及
び
⑸
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
令
和

二
年
四
月
か
ら
令
和
四
年
四
月
ま
で
の
一
月
、
四
月
、
七
月
及
び
十
月
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
月
の
十
五
日
ま
で
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青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

昭
和
四
十
三
年
三
月
十
六
日
青
森
県
告
示
第
百
八
十
七
号
（
と
畜
場
番
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中
「
十
和
田
食
肉
セ
ン
タ
ー
」
を
「
Ｉ
Ｈ
ミ
ー
ト
パ
ッ
カ
ー
株
式
会
社
十
和
田
ミ
ー
ト
プ
ラ
ン

ト
」
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

社
会
福
祉

法
人
津
軽

富
士
見
会
弘
前
市
大
字
山
崎

一
丁
目
三
の
七

訪
問
介

護

弘
前
園
ヘ

ル
パ
ー
セ

ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
鬼

沢
字
山
ノ
越
二

四
九

令
和三･
五･三一
令
和三･
六･三〇

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
二
八
〇
号

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ケ
森
字
砂
村
元
六
の
一
か

ら東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ケ
森
字
砂
村
元
八
七
の
三

一
四
ま
で

令
和
三･
六･三〇

公

告

令
和
二
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表

青
森
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
二
年
度
の
行
政
文
書
の
開
示
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
行
政
文
書
の
開
示
請
求
の
状
況

実
施
機
関

件
数

処
理

の
状

況
(件
)

開
示
一

部
開

示
不
開
示
却
下
取
下
げ
検
討
中

知
事

2,931

(

35)
2,296
(
22)

538
(
13)

23

2

42

30

病
院
事
業
管
理
者

4

4

0

0

0

0

0

議
会

13

4

8

1

0

0

0

教
育
委
員
会

107

79

20

7

0

0

1

選
挙
管
理
委
員
会

5

0

4

1

0

0

0

公
安
委
員
会

1

(

1)

0

1
(
1)

0

0

0

0
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警
察
本
部
長

191

(

4)

82

83
(
3)

20
(
1)

0

1

5

公立大学法人青森県立保健大学

1

1

0

0

0

0

0

地方独立行政法人青森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

1

0

1

0

0

0

0

計

3,254

(

40)
2,466
(
22)

655
(
17)

52
(
1)

2

43

36

注
１
（
）
内
の
数
値
は
、
前
年
度
末
に
検
討
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
。

２
不
開
示
の
計
52件
中
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と

す
る
も
の
は
36件
で
あ
り
、
不
開
示
の
計
（
１
）
件
中
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
を
保

有
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
は
０
件
で
あ
る
。

２
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等
及
び
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
状
況

⑴
件
数
及
び
処
理
の
状
況

件
数

処
理
の
状
況
(件
)

認
容
一
部

認
容
棄
却
却
下
取
下
げ
審
理
中

8

(

9)

1

0

(

4)

1

(

5)

0

0

6
注
（
）
内
の
数
値
は
、
前
年
度
末
に
審
理
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
青
森
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査

会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
90日
を
超
え
た
事
案

審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
審
査
会
に
諮
問
し
た
日
ま
で
の
期
間
が
90日

を
超
え
た
事
案

は
、
な
か
っ
た
。

⑶
審
査
会
か
ら
の
答
申
書
の
配
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
裁
決
を
行
っ
た
日
ま
で
の
期
間
が
60日
を

超
え
た
事
案

審
査
会
か
ら
の
答
申
書
の
配
付
が
あ
っ
た
日
か
ら
裁
決
を
行
っ
た
日
ま
で
の
期
間
が
60日
を

超
え
た
事
案
は
、
な
か
っ
た
。

令
和
二
年
度
の
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況
の
公
表

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
の
同
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

１
実
施
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項

⑴
開
示
請
求
の
件
数
及
び
開
示
等
の
処
理
の
状
況

イ
書
面
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
の
状
況

実
施
機
関
件

数
処

理
の

状
況
(件
)

開
示

一
部
開
示

不
開
示

却
下

取
下
げ
検
討
中

知
事

51

28

20

2

1

0

0

議
会

1

1

0

0

0

0

0

教
育
委
員
会

2

2

0

0

0

0

0

人
事
委
員
会

2

2

0

0

0

0

0

警
察
本
部
長

74

(

2)

2

63

(

2)

2

2

0

7

計

130

(

2)

35

83

(

2)

4

3

0

7

注
１
（
）
内
の
数
値
は
、
前
年
度
末
に
検
討
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

２
不
開
示
の
計
４
件
中
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と

を
理
由
と
す
る
も
の
は
３
件
で
あ
る
。

３
１
件
の
開
示
請
求
に
対
し
て
複
数
の
開
示
決
定
等
を
し
た
も
の
が
あ
る
た
め
、
件
数

と
処
理
の
状
況
の
合
計
と
は
一
致
し
な
い
。

ロ
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数

実
施
機
関
件

数

知
事

50

病
院
事
業
管
理
者

18
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教
育
委
員
会

7,020

人
事
委
員
会

55

警
察
本
部
長

141

公立大学法人青森県立保健大学

156

地方独立行政法人青森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

8

計

7,448
⑵
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
訂
正
等
の
処
理
の
状
況

訂
正
請
求
は
、
な
か
っ
た
。

⑶
利
用
停
止
請
求
の
件
数
及
び
利
用
停
止
等
の
処
理
の
状
況

利
用
停
止
請
求
は
、
な
か
っ
た
。

⑷
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
決
定
等
並
び
に
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用

停
止
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
処
理
の
状
況

区
分
件

数
処

理
の

状
況
(件
)

認
容

一
部
認
容

棄
却

却
下

取
下
げ
審
理
中

開
示
決
定
等
及
び

開
示
請
求
に
係
る

不
作
為
に
係
る
も

の

0

(

1)

0

0

0

(

1)

0

0

0
訂
正
決
定
等
及
び

訂
正
請
求
に
係
る

不
作
為
に
係
る
も

の

0

0

0

0

0

0

0

利
用
停
止
決
定
等

及
び
利
用
停
止
請

求
に
係
る
不
作
為

に
係
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

注
（
）
内
の
数
値
は
、
前
年
度
末
に
審
理
中
で
あ
っ
た
も
の
に
係
る
件
数
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑸
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
の
状
況

実
施
機
関
件

数
処
理
の
状
況
(件
)

処
理
済

検
討
中

知
事

2

2

0

計

2

2

0

２
事
業
者
が
行
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
事
項

⑴
苦
情
の
申
出
及
び
相
談
の
件
数
並
び
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
処
理
の
状
況

件
数

処
理
の
状
況
(件
)

処
理
済

検
討
中

5

5

0

⑵
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
の
件
数

事
業
者
に
対
す
る
勧
告
は
、
な
か
っ
た
。

⑶
事
業
者
に
対
す
る
説
明
又
は
資
料
の
提
出
の
要
求
の
件
数

事
業
者
に
対
す
る
説
明
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求
は
、
な
か
っ
た
。

⑷
事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
等
の
公
表
の
件
数

事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
等
の
公
表
は
、
な
か
っ
た
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
早

掛
沼
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
（
た
め
池
整
備
）
（
防
災
重
点
型
）
）
計

画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
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令
和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

東
通
村
役
場

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

重
油
（
日
本
産
業
規
格

一
種
二
号
）

七
万
二
千
リ
ッ
ト
ル

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
外
来
棟
三
階

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
五
月
二
十
六
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

冨
士
見
総
業
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
紺
屋
町
一
八
五

六

落
札
金
額

一
リ
ッ
ト
ル

七
十
一
円
三
十
九
銭

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
二
月
十
九
日

雑

報

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
関
す
る

契
約
事
務
細
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同

細
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
理
事
長

坂

田

裕

治

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

分
光
光
度
計
装
置
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
工
業
総
合
研
究
所
総
務
調
整
室

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
二
二
一
の
一
〇

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
六
月
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
シ
バ
タ
医
理
科
青
森
営
業
所

青
森
市
大
字
南
佃
一
丁
目
一
四
の
一
〇
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六

落
札
金
額

六
千
百
三
万
九
千
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
購
入
物
品
に
要
求
さ
れ
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判

断
さ
れ
た
製
作
仕
様
書
及
び
工
程
表
に
基
づ
く
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
、
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


